
以下の内容およびＰＡＳＭＯ取扱規則、障がい者用ＰＡＳＭＯ取扱特約、西武鉄道株式会社
（以下「西武」という。）の旅客営業規則に同意し、申し込みをいたします。

■ ご確認事項 ■ 同意欄

①

交通利用される際は、ご本人と介護者が≪お二人で一緒に≫ご利用ください。
障がい者用ＰＡＳＭＯに適用される（株）パスモおよびＰＡＳＭＯ取扱事業者が定める各種規則に違反した場合、【利用停止】となる場合があります。

※ご利用になる事業者により、ご利用条件が異なる場合があります。詳しくはご利用になる事業者にご確認ください。

※ご本人と同一行程でご利用する介護者については、鉄道係員・バス乗務員が介護能力があると認めた方となります。

②

障がい者用ＰＡＳＭＯは有効期限があり、年１回の有効期限更新手続きが必要です。
有効期限を過ぎるとご利用できなくなります。有効期間内にＰＡＳＭＯ鉄道事業者で有効期限更新手続きを実施してください。

なお、障がい者用ＰＡＳＭＯの有効期限更新は、障がい者ＰＡＳＭＯ（本人用）と介護者ＰＡＳＭＯ（介護者用）を同時に行います。

※有効期限は、発行日または有効期限更新日の１年後の同月末日です。

※有効期限更新は、ＰＡＳＭＯ鉄道事業者でのみ手続きを行います。

※障がい者用ＰＡＳＭＯに乗車券（鉄道定期券/企画券/福祉券）が発行されている場合、当該乗車券を発行したPASMO鉄道事業者でのみ有効期限更

新手続きを行います。

※有効期限更新手続きは随時可能です。

③
有効期限更新時に、ご利用状況を確認させていただきます。

※障がい者ＰＡＳＭＯ（本人用）・介護者ＰＡＳＭＯ（介護者用）それぞれのＳＦ残額履歴を印字し、お客さまのご利用状況を確認いたします。

※ＳＦ残額履歴により不適切なご利用が確認された場合、有効期限更新ができない場合があります。

④
障がい者用ＰＡＳＭＯでの交通利用はＰＡＳＭＯ・Ｓｕｉｃａエリアのみご利用できます。

全国相互利用サービス対象のカードではありません。（電子マネー利用を除く。）

※ご利用可能なエリアの詳細については、各鉄道・バス事業者へお問い合わせください。

⑤
各種お手続き（発売/更新/再発行/払いもどし）は、ＰＡＳＭＯ鉄道事業者でのみ取扱います。

※一部のＰＡＳＭＯ鉄道事業者では、各種お手続きができません。

※紛失/障害再発行登録については、全てのＰＡＳＭＯ取扱事業者・Ｓｕｉｃａ事業者でもお手続き可能です。

■障がい者用ＰＡＳＭＯ・定期券の申込みに関する個人情報の取扱い
＜障がい者用ＰＡＳＭＯの購入、無記名ＰＡＳＭＯから障がい者用ＰＡＳＭＯへの変更、記名ＰＡＳＭＯから障がい者ＰＡＳＭＯへの変更、
障がい者用ＰＡＳＭＯの有効期限更新、障がい者用ＰＡＳＭＯの個人情報を変更するお客さまの場合＞
１.障がい者用ＰＡＳＭＯに関して記入していただいた個人情報は（株）パスモで管理します。
２.お客さまに記入していただいた個人情報の利用目的は次のとおりです。

(1)障がい者用ＰＡＳＭＯの購入・有効期限更新・変更・払いもどし等のお申込内容の確認
(2)（株）パスモからご連絡する必要がある場合の連絡先の確認
(3)ＰＡＳＭＯ取扱規則、障がい者用ＰＡＳＭＯ取扱特約および西武の旅客営業規則等に基づく障がい者用ＰＡＳＭＯにかかわる
サービスの実施および改善

３.（株）パスモは、記入していただいた個人情報を、今後、上記利用目的の範囲内で、ＰＡＳＭＯの取扱いを行う鉄道・バス事業者から
の照会に応じて、その事業者に知らせることがあります。

「障がい者用ＰＡＳＭＯ（本人用・介護者用）」は、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄または旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄に「第１
種」の記載がある「身体障害者手帳」、「療育手帳」または「精神障害者保健福祉手帳（ただし、有効期限内かつ写真が表示されているも
のに限る。）」をお持ちのお客さまおよびその介護者に発売する大人用ＰＡＳＭＯとなります。小児用の障がい者用ＰＡＳＭＯはお申込みい
ただけません。

障がい者用ＰＡＳＭＯ・定期券購入申込書
（兼 障がい者用ＰＡＳＭＯ有効期限更新・個人情報変更申込書）

株式会社パスモ

西武鉄道株式会社

４.（株）パスモは、（株）パスモと相互利用を行う障がい者用ＩＣカードの発行事業者との間で、障がい者用ＩＣカード発売にかかわる
お申込内容の確認を目的として、個人情報のうち氏名、生年月日、性別、電話番号の共同利用を行います。当該情報の管理に
ついて責任を有する者は、東日本旅客鉄道（株）とします。

＜障がい者用ＰＡＳＭＯに定期券をご購入のお客さまの場合＞
１.定期券に関して記入していただいた個人情報は西武で管理します。
２.お客さまに記入していただいた個人情報の利用目的は次のとおりです。

(1)定期券の購入・変更・払いもどし等のお申込内容の確認
(2)西武からご連絡する必要がある場合の連絡先の確認
３.西武は、記入していただいた個人情報を、今後、上記利用目的の範囲内でＰＡＳＭＯの取扱いを行う鉄道・バス事業者からの照会
に応じて、その事業者に知らせることがあります。

■障がい者用ＰＡＳＭＯに関する注意事項

※PASMOは（株）パスモの登録商標です。
※SuicaはJR東日本の登録商標です。

裏 面もございます。ご確認ください。

表

本申込書に記入していただいた電話番号との通話において記名人以外の方が応対された場合、
上記利用目的の範囲内で、電話応対された方に取得した個人情報を知らせることがあります。

同意欄

PS０４２５１２０２

同意欄

４



鉄道定期券内容 以下は、定期券が必要なお客さまのみ必要事項をご記入いただき、該当項目に を入れてください。

区 間 ～

定期券
の種類

鉄 道

通 勤 通 学

経 由 大人のみ 中学 高校 大学その他

使 用
開始日

年 月 日から 有効期間 １ヵ月 ３ヵ月 ６ヵ月

種 類 新 規 継 続 お支払方法 現 金 クレジットカード

オナマエ カ イ コ
(K)

漢 字

※必ず「表面」の記載事項をご確認のうえ、お申し込みください。
※すでに障がい者用PASMOをお持ちで定期券を購入されるお客さまも記入してください。

年 月 日
男 女

生年月日（西暦） 性別

電話番号 ※携帯電話番号または電話番号を左詰めで記入してください。「－(ハイフン)」等は必要ありません。

障がい者用PASMO発売・有効期限更新時の資格確認に使用した手帳等

□身体障害者手帳 □療育手帳 □精神障害者保健福祉手帳（写真付）

障がい者用PASMO個人情報変更時の本人確認に使用した公的証明書等

□運転免許証
□旅券（パスポート）
□身体障害者手帳
□療育手帳
□精神障害者保健福祉手帳（写真付）
□健康保険・国民健康保険・船員保険等の資格確認書

□在留カードまたは特別永住者証明書
□学生証・社員証（いずれも写真付）
□個人番号カード（マイナンバーカード）
□住民基本台帳カード（写真付）
□運転経歴証明書
□その他（ ）

取扱
年月日

取扱駅 取扱者

記事 券番号
(ご本人) PB － － －
(介護者) PB － － －

裏

※「オナマエ」には氏名(カタカナ・アルファベット等)をフルネーム・左詰めでご記入ください。濁点等は１文字とし、姓と名の間にスペースを入れてください。

※１

※１ 介護者ＰＡＳＭＯには障がい者ご本人の個人情報を入力します。氏名の登録は以下のとおりとなります。

姓：カイゴ○○○○（障がい者ご本人の苗字）・名：●●●●（障がい者ご本人の名前）
姓：  K ○○○○（障がい者ご本人の苗字）・名：●●●●（障がい者ご本人の名前）

新規購入
（定期券）
※２

購入金額（チャージ）
1,000円単位20,000円まで
デポジット500円を含む

障がい者用
PASMOへ変更

定期券 ※３
有効期限
更新

個人情報
変更

記名 ※４ 無記名
PASMOも
購入

お持ちの
PASMOを使用

障がい者

PASMO
ご本人

介護者

PASMO
介護者

■お申込み内容を〇で囲んでください。

,000円

,000円

※２ 障がい者用ＰＡＳＭＯは、障がい者ＰＡＳＭＯまたは介護者ＰＡＳＭＯどちらかのみの発売はできません。なお、既にお持ちの無記名ＰＡＳＭＯを障がい者ＰＡＳＭＯまたは介護者ＰＡＳＭＯに変更する
場合や、記名ＰＡＳＭＯを障がい者ＰＡＳＭＯに変更する場合は、どちらかのみの発売とすることができます。

※３ 一部の事業者を除き、障がい者または介護者どちらかのみの定期券の発売はできません。また、乗車区間・有効期間が同一かつ同時での発売となります。
※４ 記名ＰＡＳＭＯから介護者ＰＡＳＭＯへの変更はできません。

下の欄には記入しないでください。

゛

ここから左詰めでご記入ください。

＜カタカナの場合＞
＜ローマ字の場合＞
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